
　農薬ラベルの見方について

農薬を使用するときは、農薬のラベルに記載されいる使用基準を必ず守らなければいけません。

１０アール 使　用 本剤の ○○○○を
当り 時　期 使用回数 含む農薬の

使用量 * * 総使用回数
*

アブラムシ類
オンシツコナジラミ

ミナミキイロアザミウマ （定植後は3 回）
150

アブラムシ類 ～300L
タバココナジラミ 3 回
オンシツコナジラミ （定植後は2 回）

280
～700L

カメムシ類 1,000

※農薬ラベルには、この表示のほか、「効果・薬効等の注意」、「安全使用上の注意」などが記載されていますので、農薬の使用の前によく読み、
適正で安全な使用に努めなければいけません。

4　回

とまと 前 日 2 回

かき
チャノキイロアザミウマ 1,000

7 日 3 回 3 回

きゅうり

2,000

前 日 3 回

散布

カキクダアザミウマ ～2,000
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【 適 用 害 虫 と 使 用 方 法 】

*　印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使

作物名 適用害虫名
希釈倍率

（倍）
使　用　方

法

登録番号

登録番号が記載されている登録農薬を

使用しなければいけません。

作物名

使用できる作物です。

適用害虫名

希釈倍率

記載されている希釈倍率以上（薄い濃

１０アール当り使用量

記載されている使用量を超えてはいけませ

使用時期

使用できる時期（収穫前の日数など）

です。

定められた日数が経つまで、農作物を

収穫してはいけないので、収穫時期を

見込んで散布することが重要です。

本剤の使用回数
この商品が使用できる
回数です。その回数を
超えて使用できません。

使用方法

すべての農薬に使用方法が

定められています。

○○○○を含む農薬の使用回数

同じ成分を含む農薬を使用できる回数で

す。○○○○には成分名が記載されて

います。商品名が異なる農薬であっても

同じ成分のものがあるので注意が必要

です。

表 示 例


